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長期の人口動態と経済成長第１節

　国の産業構造や経済発展の動向には様々な要因が影
響しており、天然資源などに代表される人為的には変
えることができない条件は重要な要素となる。一方で、
人口は、効果を計測することは困難であるものの、出
産 ･ 育児に関する給付金や移民政策等の政策対応に
よってある程度の影響が与えられるという意味におい
て、重要な要素の一つである。人口構成において、労
働力人口や高齢人口などの代表的な年齢層の比率の各
国間での違いは、家電製品などの耐久消費財需要、旅
行などのサービス需要、住居などの固定資産需要、債
券や株式といった金融資産需要などに幅広く影響をも
たらす。
　経済成長への影響という観点からは、特に我が国で
顕著であるとおり、労働力人口のすう勢的な減少は、
企業での退職年齢の引上げを推奨するといった政策対
応がなければ、労働投入量を増やしていくことが難し
くなる等といった直接的な影響は避けられない。人口
構成の変遷を表す人口動態がもたらす影響は多面的で
あり、長期的な経済のすう勢を見通していく上で需要
である。また、そうした多面的かつ長期的な影響があ
るゆえに、人口動態が経済政策の選択に対して及ぼす
影響も大きく、人口予測が果たす役割は重要である。
　一般的に、人口予測は主として三つの要素から構成
されており、それらは女性が産む子供の数を示す出生
率、人々の平均余命を示す死亡率、そして国家間の人
の移動を示す移民である。これらの構成要素は、前提
の置き方によって結果の数値に幅が出てくることか
ら、その組み合わせの結果として算出される人口予測
も、同様に幅のある結果が出てくるとの性質がある。
それを踏まえ、代表的な人口推計である国連経済社会
局による推計と、前提となるデータが入手可能なワシ

ントン大学健康指標評価研究所の推計を比較する。両
者の推計結果の差異は、任意の国の人口動態を他国の
類似局面での経験を参考にして推計するのか（国連経
済社会局の手法がこれにあたる）、人口推計の主たる
三つの構成要素のそれぞれについて関連すると考えら
れる他の指標の推移を基にして推計するのか（健康指
標評価研究所の手法がこれにあたる）などの違いに
よって生じる（第 I-3-1-1 表）。
　出生率については、国連経済社会局の推計では、出
生率の水準を三つの局面に分類し、任意の国の人口を
同じ局面にあった他国の動向を用いて推計している。
他方、健康指標評価研究所の推計は、任意の国の出生
率を推計する際に、学歴や避妊需要等を用いており、
後述するように、女性の社会進出によって出生率が低
下することが指摘されている。
　死亡率の推計については、平均余命（任意の年齢時
点における余命）に関する前提の置き方が重要であり、
特に出生時平均余命（すなわち寿命）に関する前提が
重要である。前提の置き方について、特に重要である
と考えられる要因の一つは医療である。具体的には、
本節で用いている 2019 年改定版の国連経済社会局に
よる人口予測においては、死亡率を推計する要因とし
て、感染が特に深刻である地域におけるヒト免疫不全
ウイルス（HIV）の感染状況と、その治療のための多
剤併用治療（Antiretroviral Therapy: ART）の普及
動向に関するデータが用いられている。他方、健康指
標評価研究所では、世界各国の疫学情報をデータベー
ス 化 す る プ ロ ジ ェ ク ト で あ る Global Burden of 
Disease（世界各国の傷病情報等を収集し、医療システ
ムの改善を目指すプロジェクト）の情報を用いて死亡
率を推計している。総じて、死亡率は、医療の普及動

1．政策の選択にも影響を与え得る人口推計
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向に影響を受けることが指摘されている。
　移民については、国連経済社会局の推計では、国際
情勢等の急激な変化等によって、移民の動向は変化し
やすいことから、その動向を予測することが困難であ
ることや、歴史的に見て移民の数は各国の総人口に占
める割合が小さいこと等を背景とし、予測期間の大部
分において移民数は一定になるとの前提を置いてい
る。ただし、そうした前提はありながらも、移民の推

計には、各国が報告する移民純増減（受入れと送り出
しの差）、労働移民のデータ、公的文書に記録が残ら
ない形の移民に関する推計データ、難民の移動動向、
受入れ国において生まれる移民の子の数といった情報
が用いられている。他方、健康指標評価研究所では、
国連経済社会局の推計と同様に紛争や自然災害による
死者数の他に、社会人口統計学的特性指数（Socio-
demographic Index: SDI）を移民の推計に用いている。

第Ⅰ-3-1-1 表　人口推計の手法比較

資料：国際連合経済社会局、ワシントン大学健康指標評価研究所から作成。

項目 国連の人口推計（2019年改訂版）
対象国数 235
分析手法 コーホート分析で、出生率は期間合計特殊出生率を使用
予測期間 1950年から 2020年までは推計値、2021年から 2100年は長期予測数値

出生率

中位推計

■　各国の出生率を３局面（高水準期、移行期、低水準期）に分類
■　高水準期：出生率が 5.5 を上回る期間（現在では該当国なし）
■　�移行期（出生率が趨勢的に低下し、2.0 よりも低くなった後で２期連続で上昇するまで）の出生率は、二項ロジスティッ

ク関数で示し、パラメータは自国と移行期にある他国のデータを用いて階層ベイズモデルで推計。各国について 10万
通りの出生率の低下ペースを推定し、中央値を採用

■　�低水準期（移行期の終了後）の出生率は、自己回帰モデルで示し、階層ベイズモデルで推計される各国特有の長期的
な趨勢水準の近辺で変動するように設定

■　�低水準期の国については、出生率の長期的な趨勢水準の世界平均が 2.1 を上回らないようにモデルを制限

高位推計
■　2020-2025 年に出生率を中位推計よりも 0.25 高くする
■　2025-2030 年に出生率を中位推計よりも 0.40 高くする
■　それ以降の出生率を中位推計よりも 0.50 高くする

低位推計
■　2020-2025 年に出生率を中位推計よりも 0.25 低くする
■　2025-2030 年に出生率を中位推計よりも 0.40 低くする
■　それ以降の出生率を中位推計よりも 0.50 低くする

一定推計 ■　出生率が 2015-2020 年の推計値で一定
即時置換推計 ■　�2020-2025 年以降は、それぞれの予測期間で、純再生産率（女性の人口置換率）が 1.0 となるように出生率が変動
モメンタム推計 ■　即時置換、死亡率一定、移民なしを想定

死亡率
（平均余命）

標準推計

■　�女性の出生時平均余命の増加ペースを、出生時平均余命水準についての二項ロジスティック関数で表記。パラメータは、
1950～2020年の自国と他国のデータを用いて階層ベイズモデルにより推計し、各国それぞれで平均余命の増加ペー
スを推計。出生時平均余命の時系列予測はドリフト項付きランダムウオークモデルに基づく。各国について 10万通り
推計値を算出し、中央値を採用

■　�男性と女性の平均余命の相関関係と種々の危機・紛争の影響を考慮し、両者の平均余命の差を自己回帰モデルで推計し、
推計される差分を女性の平均余命から差し引いて男性の平均余命を算出

■　男女間の平均余命の差について、各国について 10万通りの推計値を算出し、中央値を採用
■　男女間の平均余命の差は最小で 0.5、最大で 18となるようにモデルを制限

一定推計 ■　死亡率が 2015-2020 年の推計値で一定

移民
標準推計

■　移民数は直近の純増減の趨勢が 2045-2050 年まで継続
■　2050年以降は、2095-2100 年まで 2045-2050 年の純増減数で一定
■　難民は 5-10 年の間に母国へ帰還

ゼロ仮定 ■　2015-2020 年から移民の流れが発生しない

項目 ワシントン大学健康指標評価研究所
対象国数 195
分析手法 コーホート分析で、出生率は 50歳のコーホート合計特殊出生率を使用
予測期間 1950年から 2017年までは推計値、2018年から 2100年は長期予測数値

出生率

中位推計
■　�CCF50 を 25歳時点での学歴（教育を受けた年数）、避妊需要（避妊を必要とし対処されている女性の再生産年齢人

口に占める割合）、ランダムウオークを想定する誤差項を用いて推計
■　学歴と避妊需要の将来予測は、各国の過去データ（前年比変化率）動向に基づく

学歴・避妊需要の
上昇が遅い

■　�各国の学歴と避妊需要が、1990年から 2017年のデータの 15パーセンタイルのペースでしか高まらず、出生率が
上昇する

学歴・避妊需要の
上昇が比較的早い

■　�各国の学歴と避妊需要が、1990年から 2017年のデータの 85パーセンタイルのペースで高まり、出生率の低下が
比較的に顕著になる

学歴・避妊需要の
上昇が早い

■　�各国の学歴と避妊需要が、1990年から 2017年のデータの 99パーセンタイルのペースで高まり、出生率の低下が
顕著になる

SDG達成推計 ■　各国が 2030年までに中等教育と避妊の普遍的な普及を達成する場合の出生率

死亡率
（平均余命） 標準推計

■　�死亡率は、趨勢的な死亡率（社会人口統計学的特性指数（Socio-domographic�Index）、時間トレンド項、その他関
連のある変数に基づいて推計）、リスク要因指標（Global�Burden�of�Diseas�2017 の疫学的データ）、ドリフト項付
き自己回帰和分移動平均（ARIMA) モデルを想定した誤差項を用いて推計

移民 標準推計 ■　�純移民数を社会人口統計学的特性指数（Socio-domographic�Index）、戦争・自然災害による死亡、出生と死亡の差、
ドリフト項付きの自己回帰和分移動平均（ARIMA) モデルを想定した誤差項を用いて推計

第
３
章

第
Ⅰ
部

通商白書  2022 199

第１節長期の人口動態と経済成長



社会人口統計学的特性指数は、国民一人当たり所得、
平均学歴、出生率について、それらの各国の順位を平
均して一つの指標とした指数である。以下で議論する
とおり、国連経済社会局が用いる労働移民と、健康指
標評価研究所が用いる社会人口統計学的特性指数に含
まれる学歴といった要因に共通するのは、特に高度技
能を持った労働移民や、高度な知識を持つ大学院の留
学生の受入れは、移民政策等の政策対応によって一定
程度の影響を受けるという点である。すなわち、移民
の動向については、移民政策も重要な要因であること
が、国連経済社会局と健康指標評価研究所の推計手法
から示唆されている。
　こうした前提となる要素の推計手法の違いにより、
両者の人口推計は異なった結果を示している。
　上述の推計手法の違いを踏まえて、両者の結果を比
較する（第 I-3-1-2 図）。増加のペースに違いはある
ものの、出生時平均余命（すなわち平均寿命）は時間
の経過とともに増えていくとの推計結果は両者に共通
である（同左図）。明示的な説明はなされていないも
のの、平均寿命の長期化の背景には、上述の死亡率の
前提についての説明から示唆されるように、医療の普
及などがあると見られる。一方で、両者で特徴的な違
いが見られるのは出生率の推移である（同右図）。時
間の経過とともに線形もしくは凹型のペースで低下し
ていくということは共通しているものの、人口の増減
が均衡するとされる出生率である人口置換水準の 2.10
を下回る時期は、国連経済社会局の推計では 2070 年
であり、健康指標評価研究所の推計では 2034 年と比
較的に早期となっている。健康指標評価研究所の推計
では、女性による社会進出の代理変数として避妊需要
が高まることを想定しており、それによって出生率が
比較的早期に人口置換水準を下回るとされている。
　また、両者の推計に共通している出生率のすう勢的
な低下の見込みが、特に足下の新型コロナウイルスの

感染拡大によって、想定されているよりも早いペース
で進展していくことも懸念される。我が国における人
口動態調査の結果によれば、2020 年における人口千
人当たりの出生数は 6.80 人、中国の国家統計局によ
れば、同国の 2020 年における人口千人当たりの出生
数は 8.52 人であり、近年の減少が加速している傾向
と比較するとしても、現段階では特に新型コロナウイ
ルスの影響と見られる特異な結果にはなっていないよ
うに見える（第Ⅰ-3-1-3 図）。しかし、新型コロナウ
イルスの感染については、それが世界的に深刻化した
2020 年初頭から既に二年が経過しているが、ウイル
スの変異によって断続的に感染拡大が続いており、収
束とは判断できない状況が続いている。こうした状況
が更に長期化すれば、外出制限により出会いの機会が
減少するほか、労働市場の正常化にも影響が及び、引い
ては家計の所得環境にも影響を及ぼすことで、家族計
画に影響することも考えられる。新型コロナウイルス
のまん延が、人口に対する影響を通じて、長期的な経済
成長の動向にも影響する可能性には留意が必要である。
　上述の違いを踏まえた上で人口推計の結果を比較す
ると（第 I-3-1-4 図）、国連経済社会局による推計で
は人口が増加していき、予測期間の終点である 2100
年には世界の人口が 108.8 億人になることが予測され
ている。一方で、健康指標評価研究所の推計では、女
性の教育機会の改善と社会進出によって出生率が比較
的早期に人口置換水準を下回るとの前提があることか
ら、世界の人口は 2065 年の 97.3 億人でピークとなり、
予測期間の終点である 2100 年には 87.9 億人へ減少し
ていることが予測されている。
　一方で、両者の間には人口などの定量的な結果に差
異はあるものの、定性的な面からの共通点が見られる
（第 I-3-1-5 表）、（第 I-3-1-6 表）。具体的には、予
測期間である 2100 年まではインドが中国を抜いて世
界最多の人口を擁する国となる、人口が多い国を順番

第Ⅰ-3-1-2 図　出生時平均余命（左図）と出生率（右図）

資料：国際連合経済社会局、ワシントン大学健康指標評価研究所から作成。

（年）

20
20

20
25

20
30

20
35

20
40

20
45

20
50

20
55

20
60

20
65

20
70

20
75

20
80

20
85

20
90

20
95

21
00

70
72
74
76
78
80
82
84

健康指標評価研究所 (標準推計)国連(中位推計)

81.7

80.9

（女性一人あたりの出産：人）

20
20

20
25

20
30

20
35

20
40

20
45

20
50

20
55

20
60

20
65

20
70

20
75

20
80

20
85

20
90

20
95

21
00

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

健康指標評価研究所 (標準推計)国連(中位推計)
人口置換水準

人口置換水準
2.10

1.94

1.66

200 2022 White Paper on International Economy and Trade

第３章 世界経済の長期的展望



に並べると上位 10 か国にアフリカ地域の 5 か国が入

資料：�厚生労働省（日本）、国家統計局（中国）から作成。
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第Ⅰ-3-1-3 図　
我が国と中国の人口千人当たりの出生数

資料：国際連合経済社会局、ワシントン大学健康指標評価研究所から作成。
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第Ⅰ-3-1-4 図　世界の人口推計

第Ⅰ-3-1-5 表　世界の人口、人口変化数、人口変化率ランキング（国連推計）

資料：国際連合経済社会局から作成。

2020 年
順位 国 人口（億人）
1 中国 14.39�
2 インド 13.80�
3 米国 3.31�
4 インドネシア 2.74�
5 パキスタン 2.21�
6 ブラジル 2.13�
7 ナイジェリア 2.06�
8 バングラデシュ 1.65�
9 ロシア 1.46�
10 メキシコ 1.29�
11 日本 1.26�

2050 年
順位 国 人口（億人）
1 インド 16.39�
2 中国 14.02�
3 ナイジェリア 4.01�
4 米国 3.79�
5 パキスタン 3.38�
6 インドネシア 3.31�
7 ブラジル 2.29�
8 エチオピア 2.05�
9 コンゴ民主共和国 1.94�
10 バングラデシュ 1.93�
⋮
17 日本 1.06�

2100 年
順位 国 人口（億人）
1 インド 14.47�
2 中国 10.65�
3 ナイジェリア 7.33�
4 米国 4.34�
5 パキスタン 4.03�
6 コンゴ民主共和国 3.62�
7 インドネシア 3.21�
8 エチオピア 2.94�
9 タンザニア 2.86�
10 エジプト 2.25�
⋮
39 日本 0.75�

国連推計による人口（中位推計）

2050 年

順位 国 人口（億人） 人口変化数
（2020年比：億人）

1 インド 16.39� 2.59�
2 ナイジェリア 4.01� 1.95�
3 パキスタン 3.38� 1.17�
4 コンゴ民主共和国 1.94� 1.05�
5 エチオピア 2.05� 0.90�
6 タンザニア 1.29� 0.70�
7 エジプト 1.60� 0.58�
8 インドネシア 3.31� 0.57�
9 米国 3.79� 0.48�
10 アンゴラ 0.77� 0.45�
⋮
234 日本 1.06� -0.21�

2100 年
順位 国 人口（億人） 人口変化数

（2020年比：億人）
1 ナイジェリア 7.33� 5.27�
2 コンゴ民主共和国 3.62� 2.72�
3 タンザニア 2.86� 2.26�
4 パキスタン 4.03� 1.82�
5 エチオピア 2.94� 1.79�
6 アンゴラ 1.88� 1.55�
7 ニジェール 1.65� 1.41�
8 エジプト 2.25� 1.22�
9 米国 4.34� 1.03�
10 スーダン 1.42� 0.98�
⋮
234 日本 0.75� -0.52�

国連推計による人口変化数（中位推計）

2100 年

順位 国 人口（億人） 人口変化率
（2020年比：％）

1 ニジェール 1.65� 581.4�
2 アンゴラ 1.88� 472.9�
3 タンザニア 2.86� 378.2�
4 ソマリア 0.76� 376.4�
5 ザンビア 0.82� 343.6�
6 ブルンジ 0.51� 328.1�
7 コンゴ民主共和国 0.21� 304.2�
8 ブルキナファソ 0.47� 298.0�
9 マリ 0.83� 296.9�
10 モザンビーク 0.64� 295.6�
⋮
219 日本 0.75� -40.7�

2050 年

順位 国 人口（億人） 人口変化率
（2020年比：％）

1 ニジェール 0.66� 171.0�
2 アンゴラ 0.77� 135.6�
3 ソマリア 0.35� 119.7�
4 コンゴ民主共和国 1.94� 117.2�
5 タンザニア 1.29� 116.6�
6 マリ 0.44� 115.2�
7 ブルンジ 0.25� 113.0�
8 ザンビア 0.39� 112.8�
9 モザンビーク 0.65� 109.0�
10 ブルキナファソ 0.43� 107.8�
⋮
224 日本 1.06� -16.3�

国連推計による人口変化率（中位推計）
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に並べると上位 10 か国にアフリカ地域の 5 か国が入
ることになるなど、インドとアフリカの人口増加が顕
著である、我が国の人口は予測期間の終点である
2100 年には 2020 年に比較して 4～5 割程度も減少し

ている、などといった点が挙げられる。これらの人口
推計が示唆している定性的な結果が、どのような影響
を持ち得るのかについて以下で議論する。

　人口動態における主要な指標の一つとして、生産年
齢人口（15-64 歳）が人口に占める割合が挙げられる。こ
の年齢層に所属するようになると、就業をすることで
所得が増加し、それによって家電製品などの耐久消費
財を始めとして多様な消費需要が出てくるためである。

　そのような例の一つとして統計面からの説明が可能
であると見られるのは、我が国の人口動態と耐久消費
財需要の推移である（第 I-3-1-7 図）。我が国におい
ては、労働力人口比率は 1950 年から上昇を始め、
2000 年以降にすう勢的に低下し始めるまでは安定し

2．労働力人口と経済成長

第Ⅰ-3-1-6 表　世界の人口、人口変化数、人口変化率ランキング（健康指標評価研究所の推計）

資料：ワシントン大学健康指標評価研究所から作成。

2020 年
順位 国 人口（億人）
1 中国 14.26�
2 インド 14.22�
3 米国 3.31�
4 インドネシア 2.65�
5 パキスタン 2.26�
6 ナイジェリア 2.26�
7 ブラジル 2.17�
8 バングラデシュ 1.61�
9 ロシア 1.46�
10 メキシコ 1.32�
11 日本 1.27�

2050 年
順位 国 人口（億人）
1 インド 16.05�
2 中国 12.74�
3 ナイジェリア 4.90�
4 米国 3.63�
5 パキスタン 3.07�
6 インドネシア 3.00�
7 ブラジル 2.34�
8 エチオピア 2.05�
9 バングラデシュ 1.70�
10 コンゴ共和国 1.69�
⋮
18 日本 1.03�

2100 年
順位 国 人口（億人）
1 インド 10.93�
2 ナイジェリア 7.91�
3 中国 7.32�
4 米国 3.36�
5 パキスタン 2.48�
6 コンゴ共和国 2.46�
7 インドネシア 2.29�
8 エチオピア 2.23�
9 エジプト 1.99�
10 タンザニア 1.86�
⋮
38 日本 0.60�

健康指標評価研究所（標準推計）

2050 年

順位 国 人口（億人） 人口変化数
（2020年比：億人）

1 ナイジェリア 4.90� 2.64�
2 インド 16.05� 1.83�
3 エチオピア 2.05� 0.93�
4 コンゴ民主共和国 1.69� 0.81�
5 パキスタン 3.07� 0.81�
6 タンザニア 1.22� 0.63�
7 ニジェール 0.75� 0.51�
8 エジプト 1.50� 0.48�
9 アフガニスタン 0.84� 0.48�
10 ウガンダ 0.89� 0.45�
⋮
194 日本 1.03� -0.24�

2100 年
順位 国 人口（億人） 人口変化数

（2020年比：億人）
1 ナイジェリア 7.91� 5.65�
2 ニジェール 1.85� 1.61�
3 コンゴ民主共和国 2.46� 1.58�
4 タンザニア 1.86� 1.27�
5 エチオピア 2.23� 1.11�
6 チャド 1.23� 1.06�
7 エジプト 1.99� 0.97�
8 アフガニスタン 1.30� 0.94�
9 マダガスカル 1.06� 0.77�
10 ウガンダ 1.20� 0.77�
⋮
192 日本 0.60� -0.67�

健康指標評価研究所による人口変化数（中位推計）

2100 年

順位 国 人口（億人） 人口変化率（2020年比：％）
1 ニジェール 1.85� 668.8�
2 チャド 1.23� 623.5�
3 南スーダン 0.69� 527.3�
4 サモア 0.01� 407.3�
5 マリ 0.85� 281.8�
6 マダガスカル 1.06� 269.6�
7 アフガニスタン 1.30� 258.2�
8 ブルンジ 0.43� 256.6�
9 ナイジェリア 7.91� 250.2�
10 ソマリア 0.63� 239.4�
⋮
178 日本 0.60� -53.0�

2050 年

順位 国 人口（億人） 人口変化率（2020
年比：％）

1 ニジェール 0.75� 212.8�
2 チャド 0.49� 188.8�
3 南スーダン 0.28� 151.2�
4 マリ 0.52� 134.9�
5 アフガニスタン 0.84� 131.4�
6 ブルンジ 0.26� 121.1�
7 ナイジェリア 4.90� 117.1�
8 マダガスカル 0.62� 116.1�
9 ブルキナファソ 0.50� 114.8�
10 ソマリア 0.39� 109.2�
⋮
188 日本 1.03� -19.0�

健康指標評価研究所による人口変化率（中位推計）
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た推移となっていた（同左上図）。中間層（所得の上
位 20-80％を占める層と定義 173）が占める所得割合を
見ると、データが入手可能になる 1980 年から 2000 年
までは、中間層が占める所得割合が、上位 10％といっ
た高所得層が占める所得割合をすう勢的に上回ってい
た（同右上図）。そうした中間層の所得シェアの推移
により、ルームエアコン、カラーテレビ、乗用車といっ
た耐久財の保有は、1980 年代にそれらが一世帯につ
き一台は平均的に見て保有される状況が達成されてい
た（同左下図）。
　上述のような我が国での耐久財の普及の経験は計量
的な面からも説明される。具体的には、下図（第
I-3-1-8 図）は、総務省「家計調査」の二人以上の世
帯のうち勤労者世帯のデータを用いて、消費支出の可
処分所得に対する弾性値（可処分所得の 1％の変化に
対して消費支出が変化する割合を示す値で、図中では
赤字下線で示されている）を、世帯主の年齢階級別に
示したものである。それを見ると、本節の分析では、
資産保有等の動向は考慮には入れていないものの、29

歳までや 30-39 歳といった年齢階級の消費支出の同弾
性値は、60-69 歳や 70 歳以上といった高齢層に比較
して高いことが示されており、比較的に消費意欲が高
いことが示唆されている。後述するとおり、我が国の
ように高齢化の進展が顕著である国では、購買力が高
い高齢層の消費を意識した企業戦略が重要である一方
で、消費意欲が高い若年層も念頭におくことも重要で
あり、ひいては、我が国で若年層の増加が耐久財需要
を創出した経験を踏まえれば、海外での若年層の想定
した戦略も重要であることが示唆されている。
　また、輸送機械産業での経験則として、一人当たり
名目 GDP が 3,000 ドルを超え始めると、その国では
自動車を始めとした輸送機械の本格的な普及を意味す
るモータリゼーションが始まるとされている 174。そ
れを踏まえて、本節で取り上げる各国の一人当たり名
目 GDP の 推 移 を 見 る と（第 I-3-1-9 図）、 米 国 は
1960 年にはモータリゼーションのラインを超えてお
り、日本と中国はそれぞれ 1973 年と 2008 年に同ライ
ンを超えた。人口の増加が顕著な国を見ると、インド

第Ⅰ-3-1-7 図　我が国の労働力人口比率（左上）、中間層所得割合（右上）、耐久財保有（左下）

備考 1：左上図において、「労働力人口」は 15-64 歳の人口、2025 年以降は国際連合経済社会局の予測値。
備考 2：�右上図において「中間層」は所得の上位 20-80％と定義しており、World�Inequality�Database においてデータが入手可能になるのは 1980 年以降。
資料：国際連合経済社会局、World�Inequality�Database、内閣府から作成。
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�
173	中間層の定義に関する議論については、例えば篠崎（2015）を参照。
174	一般的な経験則として言われているため厳密な根拠はないものの、例えば廣田・湊・土井（2002）では、アジア諸国のモータリゼーショ

ンの発展段階の一つとして、自家用乗用車が高所得者層から中間所得者層への普及を見せる段階があり、一人当たり GDP が 1000 ドル～
3000 ドルの間では保有水準は急上昇する段階であるとしている。
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第Ⅰ-3-1-8 図　可処分所得に対する消費支出弾性値（二人以上の世帯のうち勤労者世帯）

備考 1：2000 年から 2021 年のデータを使用（前年比を用いているため図示されているのは 2001 年以降）。
備考 2：可処分所得が入手可能な勤労者世帯の統計を使用。
備考 3：家計調査の結果は、2018 年に行った調査で使用する家計簿の改正の影響による変動を含むため、時系列比較をする際には注意が必要。
資料：総務省『家計調査』から作成。
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第Ⅰ-3-1-9 図　各国の一人当たり名目GDP

備考：1960 年から 2020 年までは世界銀行による実績値、2021 年から 2026 年までは IMF による予測値。
資料：世界銀行、IMF から作成。
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では 2026 年に同ラインを超えることが予測されてお
り、ナイジェリアでも 2024 年以降に持続的に同ライ
ンを上回ることが予測されている。モータリゼーショ
ンが開始されるとの一人当たり所得の境界線はあくま
で経験則ではあるものの、これらの国での動向が注目
される。
　実際に、上述の我が国の中間層における耐久財の普
及について見た場合と同様の見方をすると、世界的に
見た中間層（所得上位 20-80％）が所得全体に占める
割合は 2000 年以降に上昇しており、富裕層（所得上
位 10％）の同割合は 2000 年以降に低下している（第
I-3-1-10 図）。第 I 部第 1 章第 1 節において、新興国
がグローバルなサプライチェーンに組み込まれていく
過程で、主に先進国への輸出が増加したことで新興国
の経済成長率が高まったことを述べたが、中間層の所
得割合の増加は新興国の経済成長率の高まりと時期を
同じくしている。こうした中間層の存在感の高まりに
よって、我が国が辿った形と同様に、耐久財の需要が
高まっていくのかについて注目される。
　長期的な推計で人口が上位であるインド、ナイジェ
リア、中国、米国において労働力人口比率を比較する
と（第 I-3-1-11 図）、我が国のように同比率が人口の
半数となる 50％までの低下は見込まれていないもの
の、中国と米国では既にすう勢的に低下しており、イ
ンドでも 2050 年以降にすう勢的な低下が見込まれて
いる。一方で、アフリカ地域の中でも特に人口が多く

なると見込まれているナイジェリアでは、少なくとも
予測値の存在する 2100 年までは、それらの国とは逆
に同比率がすう勢的に上昇することが見込まれている。
　上述のような労働力人口が経済成長のすう勢に与え
る影響は、先進国での経験を踏まえると重要であると
見られる。下図（第 I-3-1-12 図）は、先進 7 か国（G7）
において労働力人口比率と実質 GDP 成長率に対する
労働の寄与を示している。それを見ると、時期的な違
いはあるものの G7 各国では労働力人口比率の低下が
見られており、実質 GDP 成長率への労働の寄与が既
往のピーク以上に高まることが困難であることが示唆
されている。他方、人口の増加が顕著であるアフリカ
地域の諸国においては、教育や職業訓練などといった

備考：�「中間層」は所得の上位 20-80％と定義し、「富裕層」は所得の上位
10％と定義。

資料：World�Inequality�Database から作成。
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第Ⅰ-3-1-11 図　長期推計で人口が上位である国の労働力人口比率

備考：「労働力人口」は 15-64 歳の人口、2025 年以降は国際連合経済社会局の予測値。
資料：国際連合経済社会局から作成。
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人的資本の蓄積の動向などにも影響は受けるものの、
ナイジェリアのように労働力人口比率がすう勢的に高
まっていく国では潜在的な成長性が高いことが示唆さ
れている。
　一方で、上述のように労働力人口が経済成長に及ぼ
す影響も重要であるものの、以下でも述べるように中
国やインドといった既に人口規模の大きい国や、ナイ
ジェリアといった今後に人口の大幅な増加が見込まれ
ている国では、人口規模に応じてインフラ需要が強ま
ることも重要である。日本経済研究センターの試算に
よれば、特に中国の名目 GDP は 2033 年に米国の水
準を一旦は上回ることが予測され（2050 年には再び
米国が中国を上回ることが見込まれている）（第 I-3-

1-13 図）、世界各国について長期の経済予測を発表し
て い る 英 国 の Centre for Economic and Business 

第Ⅰ-3-1-12 図　G7の労働力人口比率と実質GDP成長率への労働の寄与

備考 1：労働力人口は 15-64 歳の人口。
備考 2：労働の実質GDP成長率への寄与は 5年移動平均。
資料：国際連合経済社会統計局、OECDから作成。
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資料：�公益社団法人日本経済研究センター（2021 年）「2033 年、中国が世
界最大の経済大国に」から作成。
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Research によれば、主要な先進国 ･ 新興国でも名目
GDP が順調に増加することが見込まれている（第
I-3-1-14 図）。

　いわゆる生活水準（リビングスタンダード）を計測
する上では GDP 総額よりも一人当たり GDP が適切
な指標ではある。実際に、いわゆる覇権国家 175 とし
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第Ⅰ-3-1-14 図　主要な先進国と新興国の名目GDP

備考：2020 年までは IMF による実績数値、2021 年以降は CEBR による予測。
資料：IMF,�Centre�for�Economics�and�Business�Research から作成。
�
175	渡辺、木村（2014）によれば、覇権国家とは「同じ文明圏における最強の国」と考えられ、最強とは最富であり、覇権を支えるのは軍事

力であるとしており、ローマ、スペイン、オランダ、英国、米国を覇権国として例示している。
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て知られている諸国の一人当たり実質 GDP の歴史的
な推移を見ると、英国は 19 世紀の初頭にはオランダ
を持続的に上回り、19 世紀末から 20 世紀初頭にかけ
ては米国が英国を持続的に上回り始めた（第 I-3-1-
15 左図）。この側面から評価すると、中国の一人当た

り実質 GDP は米国とは依然として開きがある（同右
図）。しかし、米中対立が深刻である現状を踏まえると、
一国の生産規模として国力を測る上ではやはり名目
GDP 総額は重要な指標であり、中国の名目 GDP が米国
を上回るとの見通しが与える影響は注視すべきである。

　前項では労働力人口を取り上げたが、人口動態にお
いてもう一つの主要な視点が高齢化率（65 歳以上の
人口比率）である。この年齢層では、主な所得源が給
与から年金に移行し、また家電製品といった耐久財が
既に所有済みである場合が多いことから、消費活動な
どの生活様式が労働力人口に属していた時期とは異
なってくると考えられるためである。先進国では既に
高齢化率が上昇しており、発展途上国と低所得国でも
今後の増加が見込まれ、国別で見ても水準に違いはあ
るものの高齢化率の上昇は世界的なすう勢であること
が示されている（第 I-3-1-16 図）。
　高齢化率の上昇が注目される背景にあるのは、同年
齢層の購買力が高いと考えられることである。具体的

に、金融資産保有全体に対する高齢世帯の保有割合を
見ると（第 I-3-1-17 図）、高齢化が特に顕著である日
本においては一貫して同割合は増加し、2004 年以降
は 5 割を上回っており、高齢化の進展が日本よりも遅
いとされる米国においても近年の調査で同割合は 5 割
を上回っている。また、ドイツにおいても株式保有者
の年齢構成を見ると、年齢層が上がるにつれて全体に
占めるシェアが高まっている。すなわち、高齢化比率
の上昇は、単純な人口構成上の存在感の高まりだけで
はなく、金融資産の保有を背景とした購買力の高さに
よって消費の盛り上がりが考えられることもあり、い
わゆるシルバーマーケットの形成につながる。
　更に、内閣府のアンケート調査によれば、企業にとっ

3．高齢化とシルバーマーケットの形成

第Ⅰ-3-1-15 図　覇権国家の一人当たり実質GDP（左図）と、米国と中国の一人当たり実質GDP（右図）

備考：右図において 2021 年以降は予測値。
資料：Maddison�Project�Database�2020、IMF�World�Economic�Outlook�October�2021 から作成。
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て、シルバーマーケットは拡大の潜在性がある重要な
市場になることが示唆されている（第 I-3-1-18 図）。
同調査によると、インターネット上で金融取引を行う
と回答した高齢者の割合は、我が国では他のサンプル
国との対比では低くなっているものの、米国では同割
合は 5 割に近く、キャッシュレスへの取組が盛んであ
るスウェーデンでは 7 割を超えている（同左図）。更に、
インターネットでショッピングや情報収集をすると回

答した割合は、我が国でも上昇しており、他のサンプ
ル国では 5 割を超えている（同右図）。こうした結果は、
スウェーデンや米国のようにキャッシュレス等の取引
環境を整備すれば、我が国でも高齢者によるインター
ネットを介した取引の割合が高まり、シルバーマー
ケットが拡大していく潜在性を示しており、高齢化の
度合いに応じ、高齢層向けビジネスを展開していくこ
との重要性が示唆されている。

備考：「高齢者人口」は 65 歳以上の人口。
資料：国際連合経済社会統計局から作成。
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第Ⅰ-3-1-17 図　金融資産に占める高齢世帯の保有シェア

備考 1：左図（日本）において、高齢世帯は世帯主が 60 歳以上の世帯で、住宅や土地などの実物資産を除く金融資産。
備考 2：中図（米国）において、高齢世帯は世帯主が 65 歳以上の世帯で、住宅や土地などの実物資産を除く金融資産。
備考 3：右図（ドイツ）は、株式保有者の中での年齢別構成割合を示している。
資料：総務省『全国消費実態調査』（1999 年 2004 年、2009 年）及び『全国家計構造調査』（2014 年遡及、2019 年）、FRB、Aktieninstitut から作成。
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　上述では、労働力人口や高齢人口といった主に一国
の国内で進展する人口動態の要因を見てきた。一方、
冒頭で述べたように、国連経済社会局の人口推計の前
提では、移民は一国の人口のすう勢に大きな影響は与
えないとの前提が置かれているものの、それでも移民
がもたらす経済への影響は注目されるべきであると考
えられる。例えば、Rapoport（2018）は、移民が経済
と社会に与える影響について文献調査を行った上で、
移民は発展途上国が世界経済へと組み込まれていく過
程を促進するものであるとされており、また、移民と
ディアスポラ人材が形成するネットワーク効果は高度
な知識（Brain Gain）を生み出す重要な源泉であると
結論している 176。
　国内での労働力人口比率の低下や高齢化率の上昇に

加えて、我が国のように長期的な人口の減少が顕著で
ある国にとっては、Rapoport（2018）で議論されている
ような移民がもたらす定性的な好影響を取り入れてい
くことは重要である。特に、移民がネットワーク効果を
通じて高度な知識を生み出す重要な源泉となるとの議
論を踏まえても、我が国の経済成長と技術 ･ イノベー
ションの優位性を維持及び向上させていくために、国
外から高度人材を獲得することは重要な課題になる。
　母国から離れて活躍する高度人材を表す「ディアス
ポラ人材」という用語はあるものの、「高度人材」に
ついての統一的な定義がある訳ではない 177。しかし、
潜在的な高度人材の動向を示す指標の一つとして、先
進国での留学生の割合を見ると、我が国では特に博士
相当の留学生の割合が低い（第 I-3-1-19 図）。我が国

4．高度人材獲得の重要性

第Ⅰ-3-1-18 図　�インターネットで金融取引を行う高齢者の割合（左図）とインターネットで情報収集とショッピン
グを行う高齢者の割合（右図）

備考 1：調査対象は各国在住の 60 歳以上の男女で 1,000 サンプルの回収を原則としている。
備考 2：左図において、調査項目が開始されたのが 2020 年からであるため単年の比較としている。
資料：内閣府『高齢者の生活と意識に関する国際比較調査』から作成。
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第Ⅰ-3-1-19 図　各国における留学生の割合
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176	この他にも、移民は、出身国の慣習等を受け入れ国に伝播する役割を果たすことで、受け入れ国が移民の出身国に対して持つ心理的な距

離感を縮小させ、移民の出身国に対して対外直接投資等の貿易投資を促す要因になっているといった議論も紹介している。
177	高度人材受入推進会議（2009）においては、高度人材は、「国内の資本 ･ 労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」

であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人と切磋琢磨を通じて専門的 ･ 技術的な労働市場の発展を促し、我が
国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされている。
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での同割合は、他の先進国対比ではドイツよりは高い
ものの、概して 3-4 割程度を占めている他国に比較す
ると低位である。米国では 2017 年以降の同割合の低
下が顕著であるが 178、2021 年に発足したバイデン政
権の移民に対する姿勢がトランプ政権の厳格なものか
ら変容していくのかが注目される。
　また、高度人材の獲得に向けて我が国と諸外国にお
いては外国人材に対する優遇制度が設定されており、
明示的にではないもの、人材獲得に向けた競争環境が
醸成されていることも注目される（第 I-3-1-20 表）。
我が国と諸外国の外国人材に対する優遇制度を見る
と、学歴、職歴、語学力に基づいたポイント制に基づ
いて高度人材に対するビザを優遇する、高度人材とす
る職業を予め定義し永住権等の特典を与えるなど、多
様な優遇制度が設定されており、各国が高度外国人材
の獲得を重要な政策課題としていることが示唆されて
いる。
　これらの高度外国人材に該当するビザの発給や入国
の状況を見ると（第 I-3-1-21 図）、我が国では 2020
年から高度外国人材の認定件数が横ばいとなってお
り、その他の諸国では、すう勢的に発給数・移住者数・

居住者数が減少している国（カナダ、英国、豪州、韓
国、シンガポール）、新型コロナウイルスの影響と見
られる 2020 年の一時的な減少を除けばビザ発給がす
う勢的に増えている国（米国、ドイツ、フランス）な
ど、高度外国人材の入国 ･ 移住動向には差異が見られ
る。これらの入国者 ･ 移住者の動向は、必ずしも制度
の成果だけを示すものではなく、その時々の移民に対
する政策当局や国内世論の見方といった多様な要因が
影響するため、単純に制度比較をできるものではない。
ただし、特に我が国のように労働力人口の減少が顕著
な国においては、制度の効果を検証していく上で注目
していくべき要素の一つであると考えられる。更に、
企業等の組織において、既に上述のような優遇制度が
適用されるビザを保有して就業している場合は、余程
の強い理由がなければ同様の他国のビザを取得し直し
て移住するというケースは多くはないことが考えられ
る。このように、高度外国人材のストックは限られて
いることが考えられることや、特に先進国においては
長期的に労働力人口比率の低下が見込まれることを鑑
みても、高度人材の獲得競争といった環境が醸成され
ていく可能性がある。

備考 1：図は留学生が各国においてそれぞれの学位課程の学生数に占める割合を示している。
備考 2：外国から国籍を保有している本国に戻った帰国子女は留学生として計上されている。
資料：OECDから作成。

（学生に占める割合：％）
カナダ

博士相当修士相当学士相当
2019201820172016201520142013

0
5
10
15
20
25
30
35
40

（学生に占める割合：％）
フランス

博士相当修士相当学士相当
2019201820172016201520142013

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

（学生に占める割合：％）
ドイツ

博士相当修士相当学士相当

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

2019201820172016201520142013

（学生に占める割合：％）
英国

博士相当修士相当学士相当

0

10

20

30

40

50

2019201820172016201520142013

�
178	米国移民局（USCIS）は、2017 年 3 月に、米国人の雇用を保護するために、専門職ビザである H1-B ビザの発給審査について、雇用者の商業

的な記録の正当性が認められない場合、米国人に対する比率として H1-B ビザを保有する外国人被雇用者の割合が高すぎる場合、雇用されて
いる企業とは別の企業 ･ 組織で業務に従事する被雇用者のために H1-B ビザを申請する場合には、被雇用者のために H1-B ビザを申請する企
業の訪問調査を強化し、同ビザの不正利用の防止を強化するとした。厳密な影響の分析は困難であるものの、この措置によって、学位を得
た後の就職が困難になるとの懸念が強まったことから、特に IT 技術者やコンサルタントを目指す留学生の入学が減少した可能性がある。
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第Ⅰ-3-1-20 表　高度外国人材に対する我が国と諸外国の優遇制度

資料：�カナダについては一般財団法人自治体国際化協会（2008）、シンガポールについては日本貿易振興機構シンガポール事務所（2018）、岩崎（2019）、日
本については出入国在留管理庁、その他諸国については小井土（2017）等から経済産業省にて作成。

第Ⅰ-3-1-21 図　我が国と諸外国における高度外国人材の入国 ･移住動向
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高度人材制度 主な内容

日本 高度人材ポイント
制度

■　学歴、職歴、年収、日本語能力、職業に関する資格についてポイントを設定し、ポイントの合計が 70点以上で高度人材として認定
■　在留資格の更新までの期間が最長 5年
■　配偶者の就労、親の帯同が認められる
■　永住権申請に必要となる居住年数が短縮

米国 ビザシステムによ
る管理

■　�移民ビザ（Employment-Based�Preference）：卓越技能者（ノーベル賞等）、知的労働者、専門職 ･熟練労働者（二年以上の熟
練経験、大卒以上等）、特別移民、投資家の優先順位で発行

■　�H1Bビザ：高度技能労働のための短期滞在（3年）ビザで、給与水準に関して合衆国における各職種の実勢賃金と同等あるいは
上回ることを条件としている

カナダ ポイントシステム ■　教育、語学力、年齢、職業経験等をポイント化し、一定の基準を満たした場合に受入れ
■　事業移民クラス（一定額以上の投資又はカナダで事業を経営）での申請は他のクラスに比較して要求されるポイントを低く設定

EU EUブルーカード
指令

■　�高度技能移民とは大学卒業資格もしくは同等の専門的経験を最低 5年有し、かつ就労先加盟国の平均収入の 1.5 倍以上の収入を
雇用先から保証されている者

■　上述の基準を満たした者には、就労先の加盟国市民と同等の権利が、労働環境、社会保障、年金などの面で保障される
■　就労後 18か月が経過すると、許可申請を経た上で、他の加盟国への移動 ･就労が可能
■　EU域内で計 5年間就労すると永住権取得が可能
■　家族の帯同が許可され、かつその家族も就労が可能

ドイツ
EUブルーカード
法 ･国外職業資格
認定法

■　�認定を受けた大学卒業資格またはドイツの大学卒業資格と同等の大学卒業資格を有し、職種による最低年収が要件を満たせばEUブ
ルーカードを交付

■　認定されれば最長4年のEUブルーカードが付与され、就労に連邦雇用機関の許可が不要になる
■　�EUブルーカード所持者は33か月以上の就労と年金保険料の納付等の要件を満たせば定住許可が付与される（語学要件を満たせば就
労期間は21か月）

■　EUブルーカード所持者の配偶者は申請手続きをせずに就労が可能
■　国外で取得した専門資格や職資格についてドイツ国内での認証手続きを簡素化･短期化

フランス
EUブルーカード
法（ベソン法）･
サルコジ II 法

■　�「努力と才能」の分類では、EU、EEE、スイス、アルジェリアを除く第三国出身の高度技能外国人（スポーツ、出版、研究業績、
職業経験等）に更新可能な 3年間の滞在許可証を付与

■　「努力と才能」の滞在許可証は、特定の領域において能力や才能が認められ、プロジェクトを持つ外国人であることが条件
■　外国人によるプロジェクトはその出身国とフランスの発展、もしくは栄誉に寄与しなければならない

英国 ポイントシステム
■　5つの区分を設定し、学歴、職歴、年齢、過去の収入、資格等に基づきポイントを計算
■　第 1階層（高度技能移民）には大卒者、医師、投資家、起業家等が含まれる
■　第 1階層には入国前に雇用先が決定している必要がなく、労働市場テストも免除

豪州 技能移住
■　�オーストラリア経済に資する技能 ･資質 ･経歴を持つと認められるか（ポイントテスト移住：GSM）、国内企業等がスポンサーと
なって（スポンサーシップ付き永住技能移住）ビザが交付される

■　GSMにおいて、一定以上の得点を得た申請者には永住ビザが交付される資格が発生

韓国 外国人基本法（外
国人基本計画）

■　「優秀人材」に対してより開放的な入管政策を展開する
■　「卓越した能力を保有する外国優秀人材」に対しては二重国籍も容認する
■　専門人材には教授、会話指導、研究、技術指導、専門職業、芸術興行、特定活動が含まれる
■　�ゴールドカード ･サイエンスカードを交付された者は、最長 5年の複数ビザ発給、永住資格申請に必要な滞在期間の 5年から 3
年への短縮、配偶者の就労許可などの優遇措置

シンガポール Employment�Pass�
(EP)

■　専門職や管理職を対象とし、最低収入、年齢、経験等が審査基準
■　EPに対しては雇用者が負担する外国人雇用税と雇用上限率が適用されない
■　EPの配偶者も就労可能
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　中国やインドといった長期的には人口の減少が見込
まれているものの、当面は人口が増加し、かつ堅調な
経済成長が見込まれる国では、国内の都市が大規模化
することが見込まれる。国際連合経済社会局の推計に
よると、人口が 1 千万人を超えるいわゆるメガシティ
の数は、特に発展途上国で増加することが見込まれて
いる。特に、2035 年時点では 41 都市と予測されるメ
ガシティ数のうちで、18 都市のメガシティが中国と
インドに存在することが見込まれている（第 I-3-1-
22 図）（第 I-3-1-23 表）。更に、メガシティまでの規
模はないものの、人口が 100 万人以上の大都市も発展
途上国での数の増加が見込まれている（第 I-3-1-24
図）。

　後述のとおり、メガシティを含めた大規模な都市が
形成される過程では、上下水道等のインフラ整備が重
要な課題となってくるため、都市部にどれだけの人口
が集中するのかという見通しが重要である。下図（第
I-3-1-25 図）は、メガシティの形成が顕著な中国 ･
インドと、その他の先進国について、それぞれの主要
な都市に人口のどれだけの割合が居住しているのかを
示したものである。それによると、我が国においては
東京への人口集中が進展する一方で、その他の先進国
（米国、フランス、英国）では現状からほぼ一定（パ
リ）もしくはやや低下（ニューヨーク、ロンドン）の
推移が見込まれている。また、中国（北京）やインド
（デリー）といった当面の人口増加が顕著な国におい

5．メガシティの形成
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備考 1：米国は会計年度ベース。
備考 2：豪州は各年 6月を区切りとした一年間の移住者数。
備考 3：韓国の専門人材は、教授、外国語指導、研究、技術指導、専門職業、芸術振興、特定活動の合計。
備考 4：シンガポールの図は 2021 年 6 月時点。
備考 5：�日本は認定の累計件数を公表しており、シンガポールはストックベースの居住者数を公表しているが、他国との比較を可能にするために、日本につ

いては前期差、シンガポールについては前年差を図示している。
資料：�出入国在留管理庁（日本）、カナダ統計局、米国国務省、欧州統計局（ユーロスタット）、英国内務省、豪州内務省、韓国統計庁、シンガポール人材開

発省。
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第Ⅰ-3-1-22 図　メガシティの形成

第Ⅰ-3-1-23 表　2035 年時点での地域別のメガシティ
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備考：「メガシティ」は人口 1,000 万人以上の都市。
資料：国際連合経済社会局から作成。

備考：「メガシティ」は人口 1,000 万人以上の都市。
資料：国際連合経済社会局から作成。

アジア
国 都市 人口（万人） 人口に占める割合（％）

バングラデシュ ダッカ 3,123� 16.3�

中国

北京 2,537� 1.8�
成都 1,121� 0.8�
重慶 2,053� 1.4�
広州 1,674� 1.2�
南京 1,151� 0.8�
上海 3,434� 2.4�
深圳 1,519� 1.1�
天津 1,645� 1.1�
武漢 1,004� 0.7�
西安 1,043� 0.7�

インド

アーメダバード 1,130� 0.7�
バンガロール 1,807� 1.2�
チェンナイ 1,538� 1.0�
デリー 4,335� 2.8�

ハイデラバード 1,415� 0.9�
カルカッタ 1,956� 1.3�
ムンバイ 2,734� 1.7�
スーラト 1,081� 0.7�

インドネシア ジャカルタ 1,369� 4.5�

日本
近畿大都市圏（大阪） 1,835� 15.5�

東京 3,601� 30.4�
マレーシア クアラルンプール 1,047� 27.3�

パキスタン
カラチ 2,313� 8.9�
ラホール 1,912� 7.3�

フィリピン マニラ 1,865� 14.1�
韓国 ソウル 1,029� 19.5�
タイ バンコク 1,268� 18.3�
ベトナム ホーチミン 1,224� 11.2�

欧州
国 都市 人口（万人） 人口に占める割合（％）

フランス パリ 1,207� 17.5�
ロシア モスクワ 1,282� 9.3�
英国 ロンドン 1,056� 14.7�

中東 ･アフリカ
国 都市 人口（万人） 人口に占める割合（％）

アンゴラ ルアンダ 1,450� 28.1�
コンゴ民主共和国 キンシャサ 2,668� 19.3�
エジプト カイロ 2,850� 22.2�
イラン テヘラン 1,066� 11.8�
イラク バグダッド 1,075� 18.0�

ナイジェリア ラゴス 2,442� 8.2�
トルコ イスタンブール 1,799� 19.8�

タンザニア ダルエスサラーム 1,338� 14.0�

北米 ･中米 ･南米
国 都市 人口（万人） 人口に占める割合（％）

アルゼンチン ブエノスアイレス 1,713� 33.6�

ブラジル
リオデジャネイロ 1,481� 6.5�
サンパウロ 2,449� 10.7�

コロンビア ボゴタ 1,275� 23.6�
メキシコ メキシコシティー 2,542� 16.6�
ペルー リマ 1,297� 33.9�

米国
ロサンゼルス 1,378� 3.8�
ニューヨーク 2,082� 5.7�
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ては、上述のとおり複数のメガシティの分散形成によ
り、先進国程には一極集中とはならないことが示され
ている。
　冒頭のとおり、長期的な人口推計の結果は前提次第
で異なってくるものの、世界的に見て当面は人口が増
加していくということが共通しており、更に大規模な
都市の数が増加することを踏まえると、生活を支える
ためのインフラ整備が重要な課題となってくる。下図
（第 I-3-1-26 図）は、本節で人口増加が顕著である
国として扱っている中で、国際連合人間居住計画
（UN-Habitat）が調査する都市部での生活インフラ
に関して、データが入手できるインドとナイジェリア
の状況を示したものである。入手できるデータにおい
て両国に共通するのは、都市部人口の 1 割程度は住居
から往復 30 分以内で飲料水を入手できず、飲料水の
整備に比較して衛生サービスと居住空間の確保が更に
遅れている点である。また、都市部で居住空間が確保
されている家計の割合は、インドでは 1990 年代に比
較すれば低下しており、ナイジェリアではすう勢的に

横ばいの推移となっている。両国における当面の人口
増加を踏まえると、住居の供給が重要な課題であるこ
とが示唆されている。
　そうしたインフラ整備需要に対応していく上では、
資金面での対応も必要不可欠であり、特に公的部門と
民間部門の協力体制が重要である。具体的には、国際
連合人間居住計画の推計によれば、2020-2030 年の間
に全世界で 38 兆ドルもの都市部インフラ整備需要が
見込まれるものの、公的部門と民間部門を合計した潜
在的なインフラ投資可能資金は 98 兆ドルにも及び、
インフラ整備需要を十分に賄えるとの試算結果が示さ
れている（第 I-3-1-27 図）。ただし、同図の中で公的
年金基金、国富基金、公的基金を公的部門の合計とす
れば、それだけではインフラ整備需要は賄えず、商業
銀行を中心とした民間部門の関与が必須である。また、
全世界の都市部インフラ整備需要は、大部分が新興国
や発展途上国に集中していると考えられる。大規模都
市の形成を持続可能な発展にしていくとの社会課題に
取り組むためには、国際的な協力体制も不可欠である。

資料：国際連合経済社会局から作成。

第Ⅰ-3-1-24 図　その他の規模の都市形成
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資料：国際連合経済社会局から作成。

（人口比：％）

19
50

19
55

19
60

19
65

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

20
15

20
20

20
25

20
30

20
35

0
5
10
15
20
25
30
35

東京（日本） ニューヨーク（米国） パリ（フランス）
ロンドン（英国） 北京（中国） デリー（インド）

第Ⅰ-3-1-25 図　主要都市居住者の人口比率
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備考 1：マーカーが無い部分はデータの欠損を示す。
備考 2：「飲料水サービス」は、住居から往復 30 分以内で水質が改善された状態の飲料水を入手できる状況。
備考 3：「基本的な衛生サービス」は排水処理できるトイレが他の家計と共有されない状況。
備考 4：「十分な居住空間」は一つの部屋につき三人以上が共有しない状態で、数値は都市部家計の割合を示す。
資料：国際連合人間居住計画から作成。

第Ⅰ-3-1-26 図　都市部での生活インフラの整備状況
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資料：国際連合人間居住計画から作成。

第Ⅰ-3-1-27 図　都市部インフラの潜在的な投資可能資金と需要（2020-2030 年）
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